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○小矢部市法定外公共物管理条例施行規則 

平成16年３月29日規則第８号 

改正 

平成17年３月３日規則第７号 

平成26年３月31日規則第28号 

令和３年12月24日規則第22号 

小矢部市法定外公共物管理条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小矢部市法定外公共物管理条例（平成16年小矢部市条例第１号。以下「条例」

という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（行為の許可申請） 

第２条 条例第４条第１項に規定する許可（以下「許可」という。）を受けようとする者は、法定

外公共物使用等許可申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければ

ならない。 

(１) 位置図 

(２) 現況写真 

(３) 地積図等の写し 

(４) 平面図 

(５) 構造図 

(６) 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図 

(７) 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載

した書類 

(８) 利害関係者の同意書 

(９) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要であると認める書類 

（許可書の交付） 

第３条 市長は、前条の規定による申請を適当と認めたときは、当該申請を行った者に対し、法定

外公共物使用等許可書（様式第２号）を交付するものとする。 

（許可の更新等） 

第４条 条例第６条第１項の規定に基づき、許可を更新しようとする者は、法定外公共物使用等期

間更新許可申請書（様式第３号）により市長に申請しなければならない。 
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２ 条例第６条第２項の規定による許可期間中に使用等を廃止しようとするときの届出は、法定外

公共物使用等廃止届（様式第４号）によるものとする。 

３ 条例第６条第３項の規定に基づき、許可事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用等変

更許可申請書（様式第５号）に第２条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、

市長に申請しなければならない。 

（使用料等の減免申請） 

第５条 条例第９条の規定に基づき、使用料等の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料

等減免申請書（様式第６号）により、市長に申請しなければならない。 

（地位承継の届出） 

第６条 条例第14条第２項の規定による届出は、地位承継届（様式第７号）によるものとする。 

（細則） 

第７条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成17年３月３日規則第７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の

間、所要の調整をして使用することができる。 

附 則（平成26年３月31日規則第28号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年12月24日規則第22号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙

は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 
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様式第１号（第２条関係） 
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様式第２号（第３条関係） 
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様式第３号（第４条関係） 
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様式第４号（第４条関係） 
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様式第５号（第４条関係） 
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様式第６号（第５条関係） 
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様式第７号（第６条関係） 

 


